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こ
の
翻
訳
は
、

5
2
2
巴
5
E
Z
G
-
司
ユ
〈
巳

5
2
n
F
n包
括
的

5
n
z・
-
S凶

の
全
訳
で
あ
る
。
本
書
の
著
者
は
、
ド
イ
ツ
保
険
法
に
関
す
る
最
初
の
「
体

(
l
)
 

系
的
叙
述
(
。
m
g
B丘静岡田

E
Z口
開
)
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
、
〈
伺

Enz'

ヴイクトール・エーレンベルク「私保険法J(1923年) (1) 

ヨロ
mM円
四

n
z・
回

ι・】

3
3
8
5忠岡田
n
z
n
z
m
g
ι
σ
z
n
z
$
2
0
2
g
n
F
g
m
n
n
z
Z
B

耳
目
国
間
何
回
目
各
島
・
日
・
〉
go--zロ加・品・、『巴
-Ei--)(-S凶
)
の
著
者
で
あ
る

5
2
2
回
同
g
z
a
で
あ
る
。
田
岡
『
g
g
a
が
著
し
た
ド
イ
ツ
保
険
法
の
「
概

説
書
」
が
、
本
書
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
保
険
法
学
は
比
較
的
長
い
歴
史
を
有

し
て
い
る
が
、
そ
の
歴
史
に
お
い
て
、
「
体
系
書
」
の
他
に
、
「
概
説
書
」

を
公
刊
し
た
研
究
者
は
多
く
は
な
い
。

E
Bロσ
m
a
は
、
多
く
は
な
い
例

に
該
当
す
る
。
な
お
、
管
見
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
開
E
Bロ
g
a
以
外
で
は
、

(2) 

0
5
出
血

m
g
が
こ
の
例
に
該
当
し
、
し
か
も
、
国

Emg
は
「
海
上
保
険
」

(
3
)
 

に
つ
い
て
の
「
体
系
書
」
も
公
表
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ

る。
本
書
の
刊
行
年
は
一
九
二
三
年
で
あ
る
。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
で
は
、
保

険
法
(
保
険
契
約
法
お
よ
び
保
険
監
督
法
)
の
改
正
が
繰
り
返
し
な
さ
れ

た
。
本
書
の
刊
行
後
、
大
小
多
数
の
保
険
法
の
体
系
書
・
概
説
書
、
さ
ら

(
4
)
 

に
は
教
科
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
翻
訳

の
公
表
を
思
い
立
っ
た
の
は
、
本
書
そ
れ
自
体
の
価
値
に
あ
る
。
田
中
耕

太
郎
博
士
は
、
か
つ
て
、
「
保
険
法
講
義
要
領
」
(
昭
和
一
O
年
)
の
「
序
」

に
お
い
て
、
本
書
を
「
簡
明
な
る
叙
述
」
と
評
し
た
と
お
り
、
本
書
は
、

わ
ず
か
二
O
数
頁
の
小
冊
子
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
本
書
は
、
ド
イ
ツ

保
険
法
学
の
基
礎
を
築
い
た

E
Bロ
宮
『
加
が
著
し
た
、
「
簡
潔
な
が
ら
」
、

(4) 

し
か
も
「
学
問
的
薫
り
に
満
ち
て
」
い
る
概
説
書
で
あ
る
。
こ
の
評
価
は
、

本
書
の
保
険
法
学
に
お
い
て
占
め
る
地
位
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
示
し
て
い

る
。
刊
行
後
に
お
け
る
立
法
の
変
遷
・
学
説
の
進
展
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

(
6
)
 

本
書
は
、
そ
の
価
値
を
失
っ
て
い
な
い
も
の
と
確
信
す
る
。

訳
者
は
、
十
数
年
前
、
北
海
道
大
学
法
学
部
に
お
い
て
「
特
殊
講
義
(
保

険
)
」
(
二
単
位
。
三
・
四
年
生
対
象
)
担
当
し
た
。
そ
の
講
義
ノ

l
ト
の

作
成
を
準
備
す
る
た
め
、
夏
季
休
暇
を
利
用
し
て
、
本
書
を
全
訳
す
る
こ

と
を
思
い
立
っ
た
。
こ
の
訳
は
、
そ
の
際
に
作
成
し
た
訳
を
基
礎
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
大
学
院
の
演
習
で
本
書
を
講
読
す
る
機
会
が

あ
り
、
そ
の
際
に
若
干
の
手
直
し
を
試
み
た
。
し
か
し
、
訳
者
の
学
力
・

能
力
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
こ
の
訳
は
誤
訳
を
避
け
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
貧
し
い
翻
訳
が
、

名
著
で
あ
る
本
書
を
裏
切
ら
な
い
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

な
お
、
本
文
の
〔
〕
の
部
分
は
、
読
者
が
通
読
す
る
便
宜
の
た
め
に
、

訳
者
が
補
っ
た
文
章
で
あ
る
。
こ
の
訳
に
付
さ
れ
て
い
る
注
は
、
も
と
よ

り
不
完
全
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
本
文
の
理
解
の
た
め
に
、
参
考
に
な
る

も
の
と
考
え
て
訳
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
文
に
は
存
在
し
な
い
。
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キヰ

注

(
1
)
宮
g
w
n
〈四『明
R
E
S
Hロ町田『
mnz・
凶
・
〉
ロ
戸
(
目

3
3・
臼
・
持
参
照
。

(2)
国
お
g
は
、
詳
細
な
体
系
書
で
あ
る
思
『
g
Z
G出
国
gaσznz

色町田国
g
e
z
B
n
z
z・
回
仏
・
〈
阿
国
〉
宮
・

}
E
E
M
(
-
S
N
)
の
他
に
、
退
役

将
校
の
職
業
教
育
の
た
め
の
講
義
案
で
あ
る
。
B
E
N
E加
刊
号
∞
〈
R
，

巴
ロ
宮
包
括
印
B
S
Z・
S
M凶
を
公
刊
し
て
い
る
。

(3)
名
著
の
評
価
が
高
い
出
回
開
n
p
P
2
3
5
0
2呂田『
R
Z
(〈刊『
C
F
2
4

口
町
吉
田
町
白
白
色
町
田
口
2
2
n
F
S
〈
2
2
5
B円〈
S
R
F
m
g
E岡田'宅
E
S
I

R
E島
-znEaM)・
否
凶
∞
で
あ
る
。

(
4
)
0
2
3
n
F
〈
g
E
M
m
gロ加国〈刊号白伺回目
n
z・A
H

・〉
z
p
u内
出
×
の
参

考
文
献
欄
に
は
、
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
二
三
年
以
降
に
公
表

さ
れ
た
、
ド
イ
ツ
保
険
法
に
関
す
る
文
献
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)
石
田
満
・
商
法
W
(保
険
法
)
【
改
定
版
】
の
「
は
し
が
き
」
参

nロパ目。

(
6
)
た
と
え
ば
、
保
険
制
度
の
理
解
に
つ
い
て
、
「
財
産
需
要
説
」
を

前
提
と
し
た
う
え
で
、
「
生
命
保
険
」
の
存
在
理
由
に
つ
い
て
な
さ

れ
て
い
る
、
本
書
の
巧
み
な
説
明
は
、
本
文
に
引
用
し
た
田
中
耕

太
郎
・
保
険
法
講
義
要
領
一
四
六
頁
の
叙
述
に
再
現
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
他
に
も
、
明
示
の
引
用
は
な
い
が
、

伊
淳
孝
平
・
保
険
法
(
現
代
法
学
金
書
)
一
一
一
一
一
一
八
頁
に
、
同
様
の

影
響
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

資

序

説

北法53(5・276)1454

I
.
保
険
法
は
保
険
を
規
律
す
る
。
保
険
は
、
将
来
の
不
確
実

な
「
財
産
需
要
(
〈

2
忌
加

S
5
aえ
)
」
を
、
多
数
の
個
別
拠
出
(
回
ロ
I

Nn-宮
町
S
伺
)
に
よ
っ
て
充
た
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
「
社
会
的
な
仕
組

(
目
。

N
E伺〈
g
g忠
弘

ε口
開
こ
で
あ
る
。

-
財
産
需
要
は
、
経
済
的
な
不
利
益
〔
を
被
る
〕
可
能
性
が
迫
る
こ

と
(
危
険
)
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
〔
財
産
需
要
の
〕
額
は
、
①
客
観
的
に

確
定
さ
れ
る
か
(
〔
こ
の
財
産
需
要
の
額
〕
を
「
損
害
」
と
い
う
。
そ
れ

ゆ
え
、
〔
こ
の
よ
う
な
場
合
に
関
す
る
保
険
を
〕
「
損
害
保
険
(
印
nE4

C
Q
d
τ
i
 

色町固定
n
a
E
5
2
a
)
」
と
い
う
)
、
そ
れ
と
も
、
②
そ
の
よ
う
な
危
険
の
下

に
あ
る
者
の
「
〔
財
産
的
〕
能
力
と
意
欲
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
(
〔
こ

の
よ
う
な
場
合
に
関
す
る
保
険
を
〕
「
定
額
保
険

(ω
ロ
5
5
g
a
g
-
n
z
'

包
括
)
」
と
い
う
)
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

財
産
需
要
は
不
確
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
生
ず
る
か
否
か
、

生
ず
る
と
し
て
何
時
発
生
す
る
か
を
、
予
め
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
損

害
保
険
に
お
い
で
さ
え
も
、
そ
れ
〔
財
産
需
要
〕
が
ど
の
程
度
の
金
額
に

な
る
か
を
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
危
険
の
下
に
あ
り
、

そ
し
て
、
こ
の
「
社
会
的
な
仕
組
」
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
者
を
、

「
被
保
険
者
(
〈
S
5
2
2
)
」
と
い
う
。
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〔
財
産
〕
需
要
を
多
数
の
個
別
拠
出
に
よ
っ
て
計
画
的
に
充
た
す

こ
と
が
.
可
能
で
あ
る
。
経
験
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
二
疋
の
期
間
内

で
は
、
同
一
の
危
険
の
下
に
あ
る
者
の
比
較
的
多
数
の
〔
者
の
〕
中
で
、

わ
ず
か
の
者
だ
け
が
、
恐
れ
て
い
た
危
険
に
実
際
に
襲
わ
れ
る
の
で
あ
り
、

「
実
際
に
〔
危
険
に
〕
襲
わ
れ
た
者
」
と
「
危
険
の
下
に
あ
る
者
」
と
の

比
率
は
、
か
な
り
の
程
度
二
疋
し
続
け
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
(
「
大
数

の
法
則
」
〔
が
妥
当
す
る
〕
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
統
計
学
と
数
学
(
す
な
わ
ち

保
険
技
術
)
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
需
要
を
充
た
す
た
め
に
は
、
個
々
の

者
の
拠
出
が
ど
の
程
度
の
金
額
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
、
ほ
ぽ
予
め

知
る
こ
と
が
で
き
る
(
経
営
の
計
画
性
)
。
し
か
し
、
大
数
の
法
則
が
機

能
す
る
た
め
に
は
、
同
一
の
危
険
の
下
に
あ
る
多
数
の
者
を
大
き
な
「
危

険
団
体
(
。
広
島
g
m
O
E
O
-ロ
沼
宮
内
向
)
」
へ
と
統
合
す
る
必
要
が
あ
る
。
〔
こ

の
必
要
に
応
ず
る
も
の
と
し
て
は
、
〕
①
危
険
の
下
に
あ
る
者
自
身
〔
か

ら
な
る
〕
法
律
的
な
組
織
(
〔
こ
の
場
合
に
〕
「
相
互
保
険
の
原
則
」
が
妥

当
す
る
)
に
よ
る
方
法
、
ま
た
は
、
②
第
三
者
、
つ
ま
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て
利
益
を
得
る
と
こ
ろ
の
企
業
(
現
在
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
株
式

会
社
で
あ
る
)
に
よ
る
方
法
(
〔
こ
の
場
合
に
〕
「
営
利
保
険
(
開
三
刊
号
中

sa-nzg占
)
」
、
ま
た
は
狭
い
意
味
で
の
「
保
険
料
保
険

(
P
E
E
S
'

gaEMm包
括
)
」
の
原
則
が
妥
当
す
る
)
が
あ
る
。
〔
し
か
し
、
〕
経
営
上

の
技
術
は
同
一
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
法
人
格
を
も
っ
「
団
体

2 

(〈

n
Eロ
)
」
が
「
保
険
者
(
〈

S
5
0
5司
)
」
と
し
て
個
々
の
被
保
険
者

〔
と
の
保
険
関
係
に
入
る
〕
の
で
あ
る
か
ら
、
外
見
か
ら
は
、
上
述
の
違

い
は
際
立
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

個
々
の
経
済
〔
主
体
〕
に
お
い
て
、
す
で
に
同
一
の
危
険
(
た
と
え
ば
、

海
上
〔
危
険
〕
、
火
災
〔
危
険
〕
)
の
下
に
あ
る
目
的
物

B
G
E目
E
E
)

が
十
分
に
多
数
あ
る
場
合
に
は
(
た
と
え
ば
、
大
船
舶
共
有
者

(
F
E
m
a

s)
の
所
有
す
る
船
舶
、
固
有
の
建
築
物
〔
の
場
合
に
〕
)
、
〔
保
険
と
い

う
〕
特
別
の
「
社
会
的
な
仕
組
」
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
の
場
合
、
個
別

の
経
済
主
体
は
、
す
で
に
そ
れ
だ
け
で
大
き
な
危
険
団
体
を
形
成
し
て
お

り
、
自
ら
十
分
な
資
金

(
E
n
E
a
n
)
に
よ
っ
て
、
必
要
な
財
産
需
要
を

充
た
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
(
い
わ
ゆ
る
自
家
保
険
(
∞
m
5
2
・

5
2
n
Z
E昌
)
で
あ
る
)
。

保
険
は
二
つ
の
分
野
に
分
け
ら
れ
る
。
比
較
的
新
し
い
①
「
労
働

者
お
よ
び
被
用
者
保
険
(
〉
『
宮

5
2
E
〉
a
g
E
5
ヨ
S
E
E
-
E加)」(社

会
保
険
(
田
C
N
S
Z

〈

g五
百
否
認
)
と
も
い
う
)
と
、
古
く
か
ら
利
用
さ

れ
て
い
る
②
「
私
保
険

(
E
5
2
3お
宮
包
括
ご
で
あ
る
。

経
済
的
お
よ
び
技
術
的
〔
な
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
〕
、
両
者
は
同
一

の
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る
(
〔
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
〕
大
量
の
危
険
・

計
画
性
・
多
数
の
個
別
拠
出
〔
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
〕
)
。
し
か
し
、
こ

E 
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』

ιB
4
古
川

a

の
二
つ
の
保
険
は
、
社
会
的
な
観
点
に
お
い
て
は
甚
だ
し
く
異
な
っ
て
お

り
(
社
会
保
険
で
は
、
危
険
の
選
択
が
な
く
、
〔
そ
れ
は
〕
危
険
の
下
に

あ
る
人
の
単
な
る
「
自
助
宙
開
-ZERm)
」
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
て

さ
ら
に
は
法
律
的
な
点
に
お
い
て
も
異
な
っ
て
い
る
(
す
な
わ
ち
、
①
〔
社

会
保
険
〕
は
強
制
〔
保
険
〕
で
あ
り
、
〔
こ
れ
に
対
し
て
〕
②
〔
私
保
険
〕

で
は
契
約
に
よ
る
〔
保
険
〕
で
あ
る
。
前
者
で
は
「
法
律
で
定
め
ら
れ
た

給
付
」
が
な
さ
れ
、
後
者
で
は
「
合
意
さ
れ
た
給
付
」
が
な
さ
れ
る
。
前

者
で
は
公
法
に
基
づ
い
て
組
織
さ
れ
た
保
険
者
、
後
者
で
は
自
由
に
形
成

さ
れ
た
団
体
〔
に
よ
る
保
険
で
あ
る
等
の
差
異
が
あ
る
〕
)
。
そ
れ
ゆ
え
、

私
保
険
法
は
私
法
で
あ
り
、
し
か
も
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
契
約
法
(
債
務

法
)
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
並
ん
で
「
団
体
法
(
司
R
8
5号
R
Z
)
」
で
も

あ
る
(
相
互
保
険
会
社
の
場
合
で
あ
る
)
。
そ
れ
は
、
私
法
の
特
別
の
分

野
を
形
成
し
て
い
る
が
、
や
は
り
こ
こ
で
も
公
法
が
著
し
く
〔
監
督
・
〕

介
入
し
て
い
る
(
す
な
わ
ち
、
国
家
に
よ
る
監
督
が
あ
る
)
。

保
険
の
歴
史
上
の
起
源
は
「
海
上
保
険
」
に
あ
る
。
海
上
保
険
は
、
地

中
海
の
沿
岸
諸
国
で
は
一
四
世
紀
以
降
そ
の
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
り
(
〔
た
と
え
ば
〕
ジ
エ
ノ
ア
の
公
正
証
書
)
、
そ
れ
か
ら
オ
ラ
ン

ダ
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
に
、
〔
さ
ら
に
〕
一
六
世
紀
の
終
り
に
は
ド
イ
ツ
に

ま
で
広
が
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
保
険
は
、
も
っ
ぱ
ら
商
取
引
上
の
技
術

(開ヨュ
n
F
Z口
問
)
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
よ
り
広
い
国
民
層
に
と
っ
て
、
重

資

要
な
意
義
を
有
す
る
に
至
っ
た
の
は
「
火
災
保
険
お
よ
び
生
命
保
険
」
と

し
て
で
あ
り
、
両
者
〔
の
保
険
〕
が
〔
普
及
し
た
の
は
〕
、
ま
ず
イ
ギ
リ

ス
で
は
一
七
世
紀
以
降
で
あ
り
、
そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
〔
諸
国
〕
で
は

一
八
世
紀
お
よ
び
一
九
世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

北法53(5・278)1456

そ
れ
と
と
も
に
、
は
じ
め
て
「
合
理
的
な
保
険
経
営
」
、
つ
ま
り
「
保

険
技
術
」
も
ま
た
成
立
す
る
に
至
っ
た
。
〔
す
な
わ
ち
〕
個
別
企
業
に
と
っ

て
は
、
〔
そ
れ
が
〕
十
分
に
大
き
な
危
険
共
同
体
で
あ
る
場
合
で
さ
え
も
、

そ
の
経
営
は
非
常
に
冒
険
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
危
険
を
非
常
に
多
数
の

〔
者
に
〕
分
担
さ
せ
る
こ
と
が
、
合
理
的
で
あ
る
と
映
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
〔
保
険
技
術
上
の
要
請
と
し
て
〕
「
可
能
な
か
ぎ
り
多
数
の
危

険
へ
の
、
企
業
の
関
与
」
と
「
可
能
な
か
ぎ
り
多
数
の
企
業
の
、
同
一
危

険
へ
の
関
与
」
〔
と
い
う
要
請
が
合
理
的
で
あ
る
〕
!
。
こ
の
よ
う
な
要

請
は
、
第
一
に
、
大
き
な
保
険
会
社
、
た
い
て
い
は
株
式
〔
会
杜
〕
、
つ

い
で
相
互
〔
保
険
会
社
〕
の
形
成
に
よ
っ
て
、
第
二
に
は
、
広
範
に
枝
分

か
れ
し
た
保
険
募
集
の
体
系
を
組
織
化
す
る
こ
と
(
代
理
商
〔
〉
加

g
g『〕

制
度
の
形
成
)
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
、
「
再
保
険

(Enrssnzt

呂
田
伺
)
」
の
生
成
と
技
術
面
で
の
発
展
に
よ
っ
て
、
実
現
さ
れ
る
に
至
る

の
で
あ
る
。

E
 
保
険
法
の
法
律
に
よ
る
規
律
は
、
諸
外
国
で
は
、
す
で
に
早
く
か



ら
な
さ
れ
て
き
て
お
り
(
た
と
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
の
都
市
法
、
〔
一
四
三
一

五
年
の
〕
バ
ル
セ
ロ
ナ
〔
の
条
例
〕
、
オ
ラ
ン
ダ
〔
ア
ン
ト
ワ
l
プ
市
の

慣
習
法
〕
、
一
六
八
一
年
の
フ
ラ
ン
ス
海
事
勅
令
)
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

一
八
世
紀
以
来
、
法
規
制
が
な
さ
れ
て
き
た
(
一
七
一
一
一
一
年
の
ハ
ン
ブ
ル

グ
〔
保
険
お
よ
び
海
損
〕
法
、
一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト

法
)
。
つ
い
で
、
一
九
世
紀
お
よ
び
二
O
世
紀
〔
に
〕
は
、
諸
外
国
で
も

ヴィクトール・エーレンベルク「私保険法J(1923年) (1) 

ド
イ
ツ
で
も
、
包
括
的
な
保
険
立
法
(
〉
Z
O
W
E
S
N
m
g
R
N
m
s
g
m
)
が

な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
一
部
〔
の
国
〕
で
は
商
法
典
の
中
に
お
い
て
、
一

部
〔
の
国
〕
で
は
特
別
法
〔
の
形
式
で
〕
、
立
法
が
な
さ
れ
て
お
り
、
後

者
の
〔
特
別
法
の
形
式
が
採
用
さ
れ
た
〕
場
合
に
は
、
〔
保
険
〕
監
督
法

(
大
部
分
は
行
政
法
で
あ
る
)
と
〔
保
険
〕
契
約
法
(
純
粋
に
私
法
で
あ

る
)
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(1) 

諸
外
国
の
立
法
の
中
で
は
、
一
八
八
五
年
六
月
二
五
日
お
よ
び
一
九
O

(2) 

八
年
四
月
二
日
の
ス
イ
ス
法
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
一
八
九
六
年
三
月
五
日

(

3

)

(

4

)

 

の
保
険
規
制
法
お
よ
び
一
九
一
五
年
一
一
月
一
一
一
一
日
の
保
険
法
が
、
注
目

す
べ
き
〔
立
法
〕
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
一
一
九
世
紀
に
は
、
わ
ず
か
の
ラ
ン
ト
の
立
法
が
存
在
す
る
だ

け
で
あ
り
、
そ
れ
も
も
っ
ぱ
ら
火
災
保
険
に
つ
い
て
の
立
法
で
あ
る
。
保

険
企
業
の
包
括
的
な
監
督
〔
立
法
〕
は
:
フ
ロ
イ
セ
ン
に
あ
る
だ
け
で
あ
っ

た
。
〔
保
険
〕
契
約
法
は
、
統
一
し
た
形
で
は
、
「
海
上
保
険
」
に
つ
い
て

規
律
が
な
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
(
〔
ド
イ
ツ
旧
〕
商
法
第
五
編
・

〔
ド
イ
ツ
現
行
〕
商
法
第
四
編
の
第
一

O
章
。
そ
の
後
、
一
九
O
八
年
五

(
5
)
 

月
三
O
日
の
法
律
に
よ
っ
て
改
正
が
な
さ
れ
た
)
。

(6) 

し
か
し
、
す
で
に
ド
イ
ツ
帝
国
の
旧
憲
法
第
四
条
第
一
号
は
、
す
べ
て

の
保
険
制
度
が
ラ
イ
ヒ
法
に
よ
る
規
律
に
服
す
る
も
の
と
定
め
て
い
た

(
た
だ
し
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
場
合
、
不
動
産
保
険
〔
同
E
S
S
E
R，

(7) 

5
5
n
F
2
5
m〕
に
つ
い
て
留
保
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
)
0

し
か
る
に
、

ド
イ
ツ
民
法
は
、
甚
だ
わ
ず
か
の
規
定
を
置
く
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
他
の
点

に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
な
に
よ
り
も
〔
原
則
と
し
て
〕
す
べ
て
を
州
法
に

(8) 

委
ね
て
い
た
(
申
3
m
S
E
a
-
N
-
回
。
回
)
。
し
か
し
、
こ
の
州
法
は
、
〔
以

下
の
〕
二
つ
の
ラ
イ
ヒ
法
に
よ
っ
て
効
力
を
失
う
に
至
っ
た
。

-
一
九
一
一
年
一
一
一
月
二
O
日
の
私
的
保
険
企
業
に
関
す
る
〔
ラ
イ

ヒ
法
〕
(
〈
〉
。
ま
た
は
〈
C
。
、
保
険
監
督
法
と
略
称
さ
れ
て
い
る
〔
以

下
で
は
、
〈
〉
。
で
引
用
す
る
〕
)
。
〔
同
法
に
つ
い
て
は
〕
一
九
一
一
年
一

一
一
月
二
O
目
、
一
九
一
七
年
一
O
月
一
七
日
、
一
九
二
O
年
四
月
二
九
日
、

一
九
一
一
一
年
一
一
一
月
三
O
日
の
補
充
〔
改
正
〕
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

(9) 

他
に
〔
改
正
〕
法
が
近
く
成
立
の
見
通
し
で
あ
る
。

2

一
九
O
八
年
五
月
三
O
日
の
保
険
契
約
に
関
す
る
〔
ラ
イ
ヒ
法
〕

(
〈
〈
。
、
保
険
契
約
法
と
略
称
さ
れ
て
い
る
〔
以
下
で
は
、
〈
〈
。
で
引

用
す
る
〕
)
。
こ
の
他
に
、
〔
同
法
の
〕
施
行
法
お
よ
び
〔
こ
れ
と
〕
同
日
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ギ↓

の
、
商
法
典
の
諸
規
定
の
変
更
に
関
す
る
(
前
述
の
)
法
律
が
あ
る
。
〔
な

お
、
〕
保
険
契
約
法
の
多
数
の
規
定
は
、
強
行
規
定
で
あ
る
。

ベ
ル
サ
イ
ユ
平
和
条
約
は
、
付
属
書

E
第
一

O
編
第
五
章
に
お
い
て
、

(
川
山
)

個
々
の
保
険
契
約
に
関
す
る
諸
規
定
を
含
ん
で
い
る
。

資

文
献
。
商
法
の
教
科
書
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
保
険
法
の
比

較
的
街
単
な
説
明
を
含
ん
で
い
る
(
た
と
え
ば
、

n
o
g
n
r
p
r
F円Z
n
F

W 
a
g
Z何百円
Hm-田『
2
町四回・

-
c
z
E
ニ

〉

s
a
m
-
-唱
M凶
〕
と
穴
-FnF自
由
ロ
ロ
〔
-

Z
F『
宮
町
宮
内
吉
田
信
号
Z
R
F
Z
'
N・
〉
色
白
明
白
・
】
甲
山
N〕
参
照
)
。

独
立
し
た
著
作
一
円
、
g
F
F
S号
z
n
z
a
g
〈
g
同
町
宮
包
括
m
a
n
Z
(
】∞∞唱
)
U

E
司

g
σ
n
a
-
〈
g
-
n
F刊
包
括
回
同
mnz・
E
-
-
(
同
∞
沼
)
〈
未
完
v
u
t
そ

-
E
R
F

〔
回
目
白
色
宮
口
町
内
田
町
田
〕
宝
〈
箆
5
2
5
z
m
g口明日『
mnFZ-
出
合
唱
N
3・
田

(-SM)

〈
未
完
工
図
面
m
m
p
E『g
宮
羽
田
目
白
色
Z
n
z
a何
回
国
自
色
町
耳
目
nza-
回
仏
・
〈
E
-

〉
宮
-
-
Eロ円四
M(3MM)・

簡
潔
な
〔
教
科
書
〕
一
戸
巧
♀
R
F
u
g
-
vロ
g
言
g
E
M
O
E呂田円四円宮〕・

出。
-RO口弘
O円R
P
E
R
-
E
N
E
C司芭
5
・
E
戸
斗
・
〉
口
出
・

2
2品
)
l
保
険

監
督
法
の
注
釈
書
一

m
m
F
P
m
g
n
F回開
2
2
N
号
。
『
色
町
四
五
話
再
開
口
〈
刊
?

2
n
Z
Eロ開閉ロロ再開
E
S
S
E盟問。
p
w
-
〉
Z白山高刊
(
S
-
3・関
CEm0・。町田町門
N
E
σ
R

R

位。
-u
ユ〈
a
oロ
〈
m
g
S
F
o
g
=回目ロロ円
0
5
0
F
B
Oロ・
M-
〉
E2mwmo--(-20)

l
保
険
契
約
法
の
注
釈
書
一
。
。
『
F
R
a・5
m
g
z・同・択。
B
B
S
E
N
E
S

o
g
z
n
F
g
m
g
n
F印刷。∞
O
R
C
σ
2
色
町
ロ
〈
角
田
FnF2・Eロ個師〈開
3
3
m
-
S
C∞・出血
m
R

Z
E
∞gnvp
刃
包

n
z
a
g
R
N
Z
σ
n『
品
開
口
〈
伺
呂
町
宮
ヨ
ロ
開
閉
〈
伺
『
片
岡
開
拓

-
P
〉ロ白血加刊

北法53(5・280)1458

(
戸

ιwMO)
〔
以
下
の
刊
行
物
は
〕
重
要
で
あ
る
、
〈
伺
『
公
開
g
z
E
g
a
g
a
g
m
a
n宮中

島

E
E
n
z
g
B押印刷包「同》江
g
g
a
E
M町
宮
田
町
(
一
九
O
八
年
以
来
、
年
一
回
刊

行)、

N
a
g
n
F丘
町
円
自
門
金
恒
常
回
曲
目
再
開
〈
再
開
回
目
F四日ロ加
2
5
2∞n
z
p
(
一
九

O
一
年
以
来
、
年
一
巻
刊
行
)
、
〈
m忌
弓
OE--n吉
田
明
白
ロ
色
町
田
〈
2
2
5
g『

〈
g
E
M伺
g
a
z
E
m
g
n
E
D
(
一
九

O
三
年
以
来
、
不
定
期
刊
行
)
。
こ

の
他
に
多
数
の
〔
法
律
〕
専
門
雑
誌
〔
に
、
保
険
法
に
関
す
る
論
文
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
〕
。

体
系
。
保
険
契
約
法
が
、
私
保
険
法
の
中
心
に
位
置
し
て
お
り
、

そ
の
大
部
分
は
契
約
法
で
あ
る
(
上
述
の

E
参
照
)
。
こ
の
こ
と
は
、
〔
私

保
険
法
の
〕
体
系
に
と
っ
て
は
決
定
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
公
法
的
な
〔
保

険
に
関
連
す
る
〕
諸
規
定
は
、
契
約
法
の
中
に
融
合
し
て
規
定
さ
れ
て
い

ヲ
Q

。 V 私
保
険
法
は
、
「
す
べ
て
の
、
ま
た
は
多
く
の
種
類
の
保
険
に
つ
い
て

の
法
律
」
、
〔
お
よ
び
〕
「
個
別
の
種
類
の
保
険
に
つ
い
て
の
法
律
」
を
含

む
。
す
な
わ
ち
、
保
険
契
約
法
も
ま
た
、
①
総
則
(
謬
-
ム
∞
〈
〈
。
)
、
②

す
べ
て
の
種
類
の
損
害
保
険
に
つ
い
て
の
規
定
(
拐
さ

'g〈
〈
。
)
、
③
個
々



の
種
類
の
損
害
保
険
に
つ
い
て
の
規
定
(
火
災
保
険
に
つ
い
て
の
貌
∞
ナ

5
斗
〈
〈
。
、
電
害
保
険
に
つ
い
て
の
抑
制

-ga--u
〈
〈
。
、
家
畜
保
険
に
つ

い
て
の
忽

=φ
ロ
∞
〈
〈
。
、
内
水
運
送
保
険
に
つ
い
て
の
窓
口
唱
ム
怠

ヴイクト」ル・エーレンベルク「私保険法J(1923年) (1) 

〈
〈
。
、
責
任
保
険
に
つ
い
て
の
滋

H
S
E
Z∞
〈
〈
。
)
を
定
め
て
お
り
、
さ

ら
に
、
④
務
ゴ
∞
目
遣
。
図
。
回
、
宅
S
E
O切
に
お
い
て
、
海
上
保
険
に
つ

い
て
包
括
的
な
規
律
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
に
、
保
険
契
約
法
は
、
⑤
生
命
保
険
に
つ
い
て
の
特
則

(
蜘
棚
田

3
・
コ
∞
〈
〈
。
)
、
お
よ
び
⑥
傷
害
保
険
に
つ
い
て
の
特
別

(
申
告
司
ム
∞
凶
〈
〈
。
)
を
含
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
保
険
契
約
法
の
適
用
〔
範
囲
〕
は
、
著
し
く
制
限
さ
れ
て
い

る
。
〔
保
険
契
約
法
の
〕
す
べ
て
の
規
定
は
、
そ
も
そ
も
「
海
上
保
険
」

と
「
再
保
険
」
に
は
そ
の
適
用
が
な
い
し

a-ま
〈
ぐ
豆
、
「
同
業
組
合

扶
助
金
庫
(
岡
田

E
回開閉
r
g
sご
と

「

同

業

保

険

組

合

面

白
E
P
'

胸骨国
O
回国刊回目
n
E
D
)
」
に
お
い
て
成
立
し
た
保
険
関
係
に
は
適
用
が
な
い

(吻
3
。
〈
〈
。
)
。
〔
さ
ら
に
、
保
険
契
約
法
の
〕
規
定
が
契
約
自
由
を
制

限
し
て
い
る
範
囲
で
は
、
そ
の
強
行
的
性
質
は
、
「
物
品
運
送
保
険
」
、
「
相

(U) 

場
損
失
保
険
」
、
「
失
業
保
険
」
(
抑
-
∞
ご
〈
〈
。
)
、
お
よ
び
「
継
続
一
般
保

険
」
(
吻
】
当
ロ
〈
〈
。
。
以
下
の

S
H参
照
)
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い
。

〔
こ
の
他
に
、
〕
「
車
両
運
送
保
険
(
関
E
E
5
5司
0
3
E
〈
g
E
5
2昌)」、

お
よ
び
、
一
般
的
に
「
新
穫
の
保
険
」
に
つ
い
て
は
、
「
契
約
自
由
の
制

限
」
の
〔
原
則
の
〕
全
部
ま
た
は
そ
の
一
部
を
適
用
し
な
い
旨
を
、
「
命

令
(
〈
叩
円
。
邑
E
a
)
」
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る

(mg∞
〈
〈
。
)
。

本
書
の
目
的
に
と
っ
て
は
、
個
々
の
種
類
の
保
険
を
、
す
べ
て
に
わ
た
っ

て
、
個
別
に
説
明
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
個
々
の
損
害

保
険
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
主
要
な
特
質
の
多
く
を
、
損
害
保
険
一
般

に
適
用
が
あ
る
原
則
の
説
明
に
あ
わ
せ
て

|
i
明
示
〔
の
方
法
〕
ま
た

は
関
連
条
文
の
引
用
に
よ
っ
て

1
1
1
指
摘
す
る
に
止
め
る
こ
と
と
す
る
。

〔
た
だ
し
〕
重
要
な
諸
点
に
お
い
て
、
そ
の
他
の
種
類
の
保
険
と
は
原
則

と
し
て
区
別
さ
れ
る
べ
き
生
命
保
険
に
つ
い
て
だ
け
は
、
〔
本
書
の
〕
最

後
で
、
簡
略
な
特
別
の
説
明
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

注
(
l
)
。町田開門
N
Z
q
o
F
E

回
B
E
E
n
-邑加ロロ加

S
3
m
E
S
E
m
m口比四
H
M
C
m
-
u
R
s
a
g
〈町
a
R
E町包田町
2
5柏町田句。
s
u
u・

』ロロ-}∞∞凶

(
2
)
切口
E
O∞佃町田刊同
N
E
Z円
s
g
〈
g
-
n
F
m
gロ個目〈
2
5凹

S
S
M
-
〉
宝
-

Z
W
C
∞
 

(
3
)
〈

O
E
n
z
o
Eロ
凹

'
m
a
E
E
Z〈
O
B
凶
・
玄
・
号
NH
∞ま

(4)
〈
m
g
R
E
m
g国関目。
a
=ロロ加〈
O
B
M
M
-
Z
O〈m
B
F
2
3
5

(5)
。町田伺ロ

σ
2
8時時四ロ向日〉
E
n
Eロ
明
色
町
『
〈
cgnFユ
3
0
ロ
色
g
z
g
'

ι仲間
山

，、。ロ

市ユ〈担丹ロロ'

北法53(5・281)1459 



料

色町戸田個目的問円
N
E
n
g
z
σ
q
a
-目的
8
5
2
n
y
m
E口問〈
O
吉
川
山
宮
包

3
0∞

(
6
)
〈刊
R
g田ロロ加仏四回目
)
2押印
nzmロ
mgnF聞
広
・
〉
司
江
戸
】
∞
斗
】

(
7
)
な
お
、
こ
の
留
保
権
は
、
火
災
保
険
、
一
種
害
保
険
、
ガ
ラ
ス
保

険
等
に
及
ぶ
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
、
回
『
z
n
F
u
g
E
S
2
0
?

巴

nzoEロ個師同
nnZ・苫凶。・∞
-
M
ム
ニ
参
照
。

(
8
)
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
第
七
五
条
は
、
保
険
法
に
属
す
る
州
の
諸

規
定
は
、
民
法
に
特
別
の
定
め
が
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
効
力
を
妨

げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
。

(
9
)
こ
の
個
所
の
記
述
は
、

P
E
N
N
S
E
a
m
s
-
g
P
E
N
g

5
2
e
o
唱ロ〈白円相国〈刊
E
n
F
m
Eロ駒田
E
g
g
s
s
g同
E
g
g
s
-
E
E

S
N凶
に
よ
る
改
正
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

(
叩
)
こ
こ
で
言
う
規
定
と
は
、
第
一
次
大
戦
前
に
、
ド
イ
ツ
の
保
険

会
社
と
敵
国
の
保
険
会
社
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
保
険
契
約
、
ド

イ
ツ
の
保
険
会
社
と
敵
国
民
と
の
聞
で
締
結
さ
れ
た
保
険
契
約
の

処
理
に
関
す
る
規
定
を
意
味
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
、
回
g
n
r・

2
・。

-hM参
照
。

(
日
)
た
だ
し
、
〈
R
S
E
E
m
N
R
〈
2
0
S
F
o
x
-
R
z
a
母国

monza
色四円

〈四
3
B個師〈刊『丘町
FmEロ
伺
〈
O
B
】喧・

u
m
N
m
g
σ
q
-
3唱
に
よ
っ
て
、

官
∞
コ
〈
〈
。
の
文
言
か
ら
「
失
業
保
険
」
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

資

I 

保
険
契
約
の
概
念

北法53(5・282)1460

あ
る
者
(
保
険
者
)
が
、
「
報
酬
(
開
異
常
宮
)
」
〔
の
支
払
〕
と

引
き
換
え
に
、
契
約
に
定
め
ら
れ
た
不
確
実
な
事
実
(
「
保
険
事
故

2
2宮
町
四
宮
口
開
閉

E-)」
)
が
発
生
し
た
場
合
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ

た
損
害
を
填
補
す
る
か
、
ま
た
は
、
〔
契
約
で
〕
合
意
さ
れ
た
〔
二
疋
の
〕

金
額
(
ま
た
は
定
期
金
)
の
支
払
を
為
す
義
務
を
負
担
す
る
と
こ
ろ
の
独

立
し
た
契
約
は
、
保
険
者
が
そ
の
よ
う
な
種
類
の
契
約
を
、
計
画
的
に
、

か
っ
大
規
模
に
締
結
す
る
場
合
に
、
保
険
契
約
で
あ
る
。

1

〔
保
険
契
約
は
〕
独
立
の
(
白
色
σ回忌
E-m)
契
約
〔
で
あ
る
〕
。
し

た
が
っ
て
、
〔
主
た
る
〕
他
の
契
約
、
た
と
え
ば
寄
託
契
約
ま
た
は
運
送

契
約
に
関
連
す
る
危
険
の
負
担
に
関
す
る
「
付
随
的
な
合
意
」
は
、
保
険

契
約
で
は
な
い
。

2

〔
保
険
〕
契
約
は
有
償

(02mmERU)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
他
方
の
当
事
者
〔
保
険
契
約
者
〕
は
、
財
産
需
要
を
充
た

す
た
め
に
必
要
な
資
金
(
玄

5
2
を
〔
保
険
者
に
〕
提
供
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
(
上
述
の
5
1
I参
照
)
。

3

保
険
者
の
給
付
は
、
不
確
実
な

(g加
2
5
)
事
実
の
発
生
に
か

か
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
事
実
の
発
生
(
た
と
え

ば
、
〔
被
保
険
者
の
〕
死
亡
。
上
述
の
5
1
I参
照
)
す
る
時
期
が
不
確

s 
2 
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実
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。
し
か
も
、
主
観
的
な

(
E£
ow号
)

不
確
実
、
つ
ま
り
保
険
事
故
の
発
生
ま
た
は
不
発
生
に
つ
い
て
、
〔
保
険

契
約
の
当
事
者
が
〕
不
知
で
あ
る
こ
と
で
も
足
り
る
(
以
下
の
5
8参
照
)
。

〔
そ
れ
ゆ
え
〕
純
粋
の
貯
蓄
保
険
(
い
わ
ゆ
る
「
確
定
日
払
保
険
(
〈
R
，

(1) 

宮
町
四
包
括

r
o
s
m
m
H
n
)
」
)
は
、
真
正
の
保
険
で
は
な
い
。

4

〔
保
険
者
の
〕
給
付
の
内
容
(
宮

E
円
)
は
、
〔
当
該
保
険
が
〕
「
損

害
保
険
」
か
、
「
定
額
保
険
」
で
あ
る
か
に
応
じ
て
異
な
っ
て
い
る
(
二

者
択
一
的
で
あ
る
)
。

5

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
に
〔
保
険
契
約
の
〕
概
念
を
定
め
る
こ
と

は
、
広
き
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
定
義
は
、
「
損
害
保
険
」
と
し
て
、

(

2

)

(

3

)

 

有
償
の
「
保
証
契
約
」
と
「
損
害
担
保
契
約
」
(
こ
れ
ら
が
、
〔
保
険
法
と

は
異
な
っ
た
〕
法
原
則
に
服
す
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
)
を
含
む
で
あ

ろ
う
し
、
「
定
額
保
険
」
と
し
て
、
「
終
身
定
期
金
契
約

(reszg〈
R'

(

4

)

(

5

)

 

Em)」
、
「
賭
博
契
約
(
者

2
4
2『
お
)
」
、
「
射
倖
契
約
(
印
立
町
一

5
3『お)」

(
こ
れ
ら
も
ま
た
、
民
法
に
お
い
て
特
別
に
規
律
さ
れ
て
い
る
)
を
含
む

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
契
約
の
大
部
分
は
、
「
保
障
契
約

(
切

E
5
2
=加
国
〈
刊
号
昌
明
)
」
で
は
あ
っ
て
も
、
「
保
険
契
約
(
〈

g一nF中

日
ロ
加
を

2sm)」
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
以
上
の
ー
か
ら
4
の
性
質
を
有
す
る
契
約
は
、
給
付
を
約

束
し
た
者
〔
保
険
者
〕
に
よ
っ
て
、
計
画
的
に
大
規
模
に
締
結
さ
れ
る
場

合
に
か
ぎ
っ
て
、
保
険
契
約
で
あ
る
。
こ
れ
〔
こ
の
特
徴
を
保
険
契
約
の

概
念
に
附
加
す
る
こ
と
〕
に
よ
っ
て
、
保
証
契
約
、
損
害
担
保
契
約
、
終

身
定
期
金
契
約
は
〔
保
険
契
約
の
概
念
か
ら
〕
排
除
さ
れ
る
(
こ
れ
ら
と

(
6
)
 

異
な
り
、
「
信
用
保
険
(
寄
一
a
F
2
2
E
M
m
g
a
)
」
と
「
終
身
年
金
保
険

(
Z
5
0

(7) 

B
E
2
5
a
R
F
m
E
a
)
」
は
、
保
険
の
概
念
に
含
ま
れ
る
)
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
定
義
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〔
大
規
模
で
は
な
く
〕
個
々
的

に

(
5
8
5
8
5
締
結
さ
れ
る
「
海
上
保
険
」
が
不
当
に
も
〔
保
険
契
約

(
8
)
 

の
定
義
か
ら
〕
排
除
さ
れ
、
「
富
銭
契
約

(
E
5ユ
刊
を
m-S『
gm)」
は
ー
ー

そ
の
計
画
性
の
ゆ
え
に
|
|
不
当
に
も
〔
保
険
契
約
に
〕
包
含
さ
れ
る

か
ぎ
り
で
は
、
欠
陥
が
あ
る
ま
ま
で
あ
る
。
〔
し
た
が
っ
て
、
〕
こ
の
こ
つ

の
契
約
は
ま
さ
に
明
白
な
例
外
と
考
え
、
ざ
る
を
え
な
い
。

注
(
1
)
確
定
日
払
保
険
(
〈

g
E
6包
括
邑
門
司
自
己
目
自
〉
ロ
自
由
匡
ロ
ロ
加
国
'

S
5
5
)
は
、
保
険
者
が
、
確
定
し
た
日
に
確
定
し
た
金
銭
を
、

被
保
険
者
が
こ
の
日
に
生
存
し
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
に
、
支

払
う
義
務
を
負
担
す
る
保
険
で
あ
る
、
出
g
n
r
-
p
p。・・

ω
・2
参
照
。

(
2
)
m
m
J可
m
w
M

同
町
切
。
切
参
照
。

(3)
あ
る
者
が
、
契
約
の
相
手
方
に
何
ら
か
の
事
業
に
よ
っ
て
将
来

生
ず
る
こ
と
が
あ
る
危
険
に
つ
き
責
め
に
任
ず
る
こ
と
を
約
束
す

る
契
約
で
あ
る
、
開
口
口
2
2
2回目
H
b
z
s
g
p
m
o
n
z
a
q
M
n
F
E
E
g『a

北法53(5・283)1461



料

F
島
田
2
・
5
・
切
和
国
同
σ
n
R
ロ
ロ
明
・

3
凶
∞
・
印
・
∞
C
4
R
参
照
。
損
害
担
保
契
約

は
、
独
立
し
た
契
約
で
あ
り
、
主
た
る
債
務
の
存
続
と
は
独
立
し

た
債
務
を
基
礎
付
け
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)
拐
司
由
民
図
。
回
参
照
。

(
5
)
「
賭
博
契
約

(dZ雪
刊
号
お
)
」
と
は
、
当
事
者
が
、
そ
の
主
張

を
強
め
る
た
め
、
主
張
の
真
実
ま
た
は
不
真
実
の
場
合
に
、
相
互

に
給
付
を
約
束
す
る
と
こ
ろ
の
契
約
で
あ
り
、
「
射
倖
契
約

(
同
空
白
守
伺
a
H
a
)
」
と
は
、
当
事
者
が
、
娯
楽
ま
た
は
利
得
の
た
め
、

相
反
す
る
条
件
の
下
で
給
付
を
約
束
す
る
と
こ
ろ
の
契
約
で
あ
る
、

開
E
2
8
2
?戸
各
自
g
p
p
p
o
-
-
∞
・
ゴ
斗
弓
参
照
。

い
ず
れ
の
契
約
に
よ
っ
て
も
、
履
行
請
求
権
が
発
生
す
る
こ
と

は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
給
付
さ
れ
た
も
の
の

返
還
は
認
め
ら
れ
な
い
(
当

s
=呂
田
)
。
こ
れ
ら
の
契
約
に
よ
っ

て
生
ず
る
債
務
は
、
い
わ
ゆ
る
「
自
然
債
務
」
の
例
に
該
当
す
る

(
忍
白
色
町
E
F
同
町
宮
】
待
。
n
Z
ロ
5・〉

cp臼
-
M
a
参
照
)
。

な
お
、

S
E
の
一
種
で
あ
る
「
富
鏡
子
0
5
号
)
」
ま
た
は
「
博

戯
(
〉
E
Z
同
居
古
田
開
)
」
は
、
国
家
の
承
認
が
あ
れ
ば
、
効
力
を
生

ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
刷
示
凶
因
。
回
)
。
以
下
の
注
(
8
)
を

参
照
。

(
6
)
保
険
契
約
者
が
自
己
の
債
務
者
の
無
資
力
に
よ
っ
て
被
る
損
害

を
填
補
す
る
保
険
を
い
う
、
回
g
n
F
2
・
。
・
・
回
・
斗
民
参
照
。

(
7
)
保
険
事
故
(
一
定
の
時
期
ま
で
の
被
保
険
者
の
生
存
等
)
の
発

生
か
ら
、
被
保
険
者
の
死
亡
に
至
る
ま
で
の
問
、
保
険
金
を
年
金

資

と
し
て
支
払
う
保
険
を
い
う
、
回
目
n
w
E
冨
言
。
?
者
百
再
開
門
咽
択
。
B
B
g
a

円
自
・
2
5
〈
伺
『
回
F
n
z
o
E口
問
問
〈
由
同

AS伺日開20HN-∞-〉E白・

3
∞
∞
・
〈
ゐ
〉
E
B
・

[
。
区
叶
}
参
照
。

(
8
)
「
富
簸
契
約
(
Z
5
5
5
2
g
伺
)
」
は
、
胴
元
が
、
掛
金
と
引
き

換
え
に
、
抽
選
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
、
掛
金
を
支
払

っ
た
者
か
ら
定
め
ら
れ
る
べ
き
(
富
畿
に
当
た
っ
た
)
者
百

2
、SE

ロ
2
)
に
、
利
益
(
金
銭
)
を
給
付
す
る
義
務
を
負
担
す
る
と
こ
ろ

の
契
約
で
あ
り
、
国
家
に
よ
る
承
認
が
あ
る
場
合
に
は
、
法
律
上

有
効
で
あ
る
、
開
E
2
8
日
間
'
r
z
g
g
p
g
-
。
・
・

ω・
叶
忠
参
照
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
博
戯
契
約
F
E
e
-
m
-
5
2
5
m
こ
で
は
、
胴

元
が
、
「
金
銭
」
で
は
な
く
「
物
」
を
給
付
す
る
点
に
お
い
て
、

富
銭
契
約
と
の
差
異
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
い
ず
れ
の
契
約
も
法
律

上
は
同
一
に
扱
わ
れ
る
、
z
a
R
E
P
P
担
。
-
u

∞
-
M
品
品
参
照
。
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保
険
契
約
の
法
的
性
質

か
つ
て
は
、
保
険
契
約
を
他
の
既
知
の
〔
典
型
〕
契
約
に
分
類

し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
。
〔
し
か
し
、
〕
実
は
、
保
険
契
約
は
、

そ
れ
自
身
独
自
の
契
約
類
型
を
形
成
し
て
い
る
。
保
険
契
約
は
双
務
契
約

(副官
N
C
1
凶
当
図
。
切
)
に
数
え
ら
れ
う
る
が
、
そ
れ
も
、
わ
ず
か
の
点

に
お
い
て
、
そ
う
で
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

s 
3 


